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戦後安全保障政策の歩み
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ペルシャ湾への掃海艇等の派遣

国連ｶﾝﾎﾞﾃﾞｨｱ暫定機構への自衛隊
派遣
国連ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ活動への自衛隊派遣
ルワンダ難民支援
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への自衛隊派遣
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国連東ﾃｨﾓｰﾙ暫定行政機構への自
衛隊派遣

イラク支援特措法に基づく活動

国際平和協力法成立

防衛計画の大綱
日米安全保障共同宣言
ACSA（日米物品役務相互提供協定）
日米防衛協力のための指針
ACSA改定

周辺事態安全確保法成立
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武力攻撃事態対処法成立
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我が国の防衛政策の枠組み

○ 非核三原則を守る

○ 軍事大国とならない

○ 専守防衛に徹する

○ 節度ある防衛力を整備

○ 日米安保体制を堅持

○ 文民統制を確保

防衛政策の基本

○ 安全保障基盤の確立

○ 国連等を含む外交努力

○ 日米安全保障体制を基調

○ 適切な防衛力の整備

日米安全保障条約(昭和３５年６月） 日本国憲法（昭和２２年５月） 国際連合憲章（昭和２０年６月）

○ 武器輸出三原則等

政策上の統一見解等「国防の基本方針」
閣議決定(昭和３２年５月）

○ 我が国に対する武力攻撃

に対し、主権国家としての固

有の自衛権を保有し、その行

使は必要最小限の範囲

○ 海外派兵の禁止

○ 集団的自衛権の行使禁止

○ 攻撃的兵器の保有禁止

憲法解釈
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基盤的防衛力構想

○ 防衛力整備目標を示す必要性
防衛力の具体的目標は明確に
されておらず、国民の間には、防
衛力がどこまで拡大されるのか、
政府は具体的な防衛力整備目標
を示すべきとの声が生まれる。

○ 経済財政事情への対応
経済状況は、高度経済成長から
の軌道修正が求められ、防衛費
に今後大きな伸びを期待すること
は困難となり、現実的な防衛・整
備構想の具体化が必要。

○ 国際情勢への変化への対応
米ソの緊張緩和、米中の関係改
善等を考慮すれば、本格的な大
規模武力侵略の可能性は考えに
くいが、小規模武力侵略の可能性
までは否定できず、国際環境に適
した防衛構想の具体化が必要。

／ ５１防衛白書より抜粋・要約

構想採用の背景・経緯
(昭和５１年大綱当時の考え方） ○ 構想の性格

① 各種侵略に対し最小限必要な対
抗措置がとれるよう各種の防衛機
能が欠落なく整っていること
② 各種機能は地勢の特性等に応じ
整備・組織されていること

③ 部隊等が偏りなく配備され施設・
機材等が整備されていること

○ 能力・態勢
① 警戒監視・情報収集活動は、他
の分野より整備を優先
② 各種不法行為等に対し、迅速・適
切に対応できる態勢の保持
③ 可能性のある小規模な武力侵攻
へ即応できる態勢の保持

④ 各種機能の整備に際し、米軍と
の連携の円滑化が図られること

⑤ 政治が防衛力拡張強化を必要と
した場合円滑に移行できること

↓

基盤的防衛力構想の性格等

以上の防衛力は、独立国として保持
されるべき一通りまとまった意義のある
基盤的な防衛力。ただし、国際情勢が
大きく変化した場合には、この構想は
再検討されるべきもの。

／ ５１防衛白書より抜粋・要約

我が国に対する軍事的脅威に直
接対抗するよりも、自らが力の空白
となって我が国周辺地域における
不安定要因とならないよう、独立国
として必要最小限の防衛力を保有

基盤的防衛力構想の考え方

○ 基盤的防衛力構想を踏襲
構想そのものは国際情勢のす
う勢や日米安全保障体制の重
要性の継続を理由に、基本的に
引き続き踏襲。

０７大綱での考え方
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我が国の安全保障

国家の緊急事態への対応
（我が国自身の備え）

日米の同盟関係
国際社会の平和と
安定のための努力

•有事法制 •防衛力整備
（「大綱」等）

•日米安保共同宣言 •日米防衛協力
のための指針

武力攻撃発生時等
における日米協力
の考え方を明確化

•外交等
の努力

•国際テロの
根絶のため
の努力

•国連PKO

冷戦終結後の日米
安保体制の意義を
明確化 •イラク復興

支援のため
の努力

等 等 等

武力事態対処法等によ
り、対処の考え方や意
思決定手法を明確化
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防衛力整備の枠組み

各種装備品の取得や運用体制の確立等は一朝一夕にはできず、「大綱」に
示された長期的な目標の下、中期的計画に基づき、各年度毎に予算で決定

「防衛計画の大綱」
(平成７年閣議決定）

「中期防衛力整備計画」
(平成７年閣議決定）

年度予算

○ 防衛力の整備等に関する基本方針、整備目標を規程

○ 主要装備の整備数量を含む主要事業と５か年間の経
費の総額(限度）を明示

○ 情勢等を踏まえて精査の上、各年度毎に必要な経費
を計上
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今後の課題
我が国をめぐる安全保障環境

冷戦構造の崩壊、主要国間関係の変化、国際社会の相互依存の深化
→近い将来、我が国に対する本格的武力侵攻事態が生起する可能性は低下

大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動等
→こうしたテロの脅威等への対応が国際社会の差し迫った課題

我が国及び国際社会の平和と安定のため、諸施策の有機的な連携（※）によ
る総合的、迅速な対応が必要
（※）日米安保体制の堅持、外交努力の推進、防衛力の効果的な運用

防衛力全般の見直しを実施
○ 関係機関や地域社会との緊密な協力

○ 日米安保体制を基調とする米国との
協力関係の充実

本年中に新たな防衛計画の大綱及び中期防を策定

○ 新たな脅威等への実効的な対応

○ 国際社会の平和と安定のための
活動への主体的・積極的な取り組み

必要な体制
の整備


